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簡易公募型プロポーザルに準じた方式に係る手続開始の公示 

 

次のとおり技術提案書の提出を招請します。 

 なお、本業務に係る契約締結は、当該業務に係る令和６年度本予算が成立し、予算示達がなされるこ

とを条件とする。 

 

令和６年３月２５日 

支出負担行為担当官 

国土地理院長  大木 章一 

 

１ 業務概要 

(1) 業務名 

令和６年度公共測量に関する課題の調査検討業務（電子入札対象業務）（電子契約対象業務） 

(2) 業務内容 

本業務の内容は次のとおりである。 

① 公共測量に関する課題の調査検討 

以下のマニュアル（案）を、公共測量の作業規程の準則（以下「準則」という。）の条文素

案に反映するための課題について調査検討を行う。 

ア） 三次元点群データを使用した断面図作成マニュアル（案） 

イ） GNSS 標高測量マニュアル（案） 

② 準則改正のための条文素案の作成 

以下のア）について条文素案を作成し、イ）の調整を実施した上で、ウ）の全体調整を行い、

準則の条文素案（新旧対照表等を含む）を作成する。 

ア）①で検討した内容を反映した準則条文化 

イ）令和５年度に作成した航空レーザ測量及び航空レーザ測深測量の条文素案への変更 

ウ）準則条文全体の調整 

③ 調査検討委員会の設置と運営支援 

  調査検討委員会の設置及び開催の支援を行う。 

④ 電子納品要領等の改定素案の作成 

②で作成した準則の条文素案に基づき、電子納品要領及び電子納品運用ガイドライン【測量

編】の改定素案を作成する。 

⑤ 関係機関向けの説明資料作成 

  測量計画機関及び測量作業機関へ向けた説明資料を作成する。 

⑥ 報告書の作成 

  上記の①～④を取りまとめた報告書（条文素案を含む）を作成する。 

(3) 履行期限 

令和７年３月７日（金） 

(4) 本業務は、参加表明書と技術提案書を同時に提出する業務である。 

(5) 本業務は、資料提出等を電子入札システムで行う対象業務である。なお、当初より電子入札シ

ステムにより難い場合は、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代えることができる。 

(6) 本業務は、契約手続にかかる書類の授受を、電子契約システムで行う対象業務である。なお、電

子契約システムにより難い場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えることができる。 
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２ 参加資格 

(1) 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。）第 98 条において準用

する予決令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。 

(2) 「令和５・６年度国土地理院測量業務に係る一般競争（指名競争）参加資格」のうち業務種別

「基準点測量」又は「写真測量」の認定を受けていること。 

(3) 参加表明書及び技術提案書の提出期限の日から、技術提案書の特定日までの期間において、国

土地理院長から指名停止を受けている期間が含まれないこと。 

(4) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、国土交

通省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者に該当

しない者であること。 

(5) 技術提案書を提出しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。（業務説明書参照） 

 

３ 技術提案書の提出者を選定するための基準 

(1) 参加表明者の経験及び能力 

(2) 配置予定技術者の経験及び能力、手持ち業務の状況 

(3) 当該業務の実施体制（再委託及び技術協力の予定を含む。） 

 

４ 技術提案書を特定するための評価基準 

(1) 配置予定技術者の経験及び能力 

配置予定技術者の資格、同種又は類似業務の実績、担当した業務の業務成績 

(2) 業務の実施方針、工程計画 

業務の理解度、実施方針の妥当性及び工程計画の妥当性 

(3) 評価テーマに関する技術提案 

 

５ 手続等 

(1) 担当部局 

〒305-0811 茨城県つくば市北郷１番 国土地理院総務部契約課契約係 

電話 029-864-4361 

電子メール gsi-24keiyaku-g2＠gxb.mlit.go.jp 

 (2) 業務説明書の交付期間、場所及び方法 

業務説明書は電子入札システムにより交付する。交付期間は、令和６年３月２５日（月）から令

和６年４月８日（月）までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時 00 分から 17 時 00 分まで。 

ただし、やむを得ない事由により、上記方法による入手ができない入札参加希望者に対しては、

記録媒体（ＣＤ－Ｒ等）を(1)に持参又は郵送することにより電子データを交付するので、上記(1)

にその旨連絡すること。持参による場合は、(1)に記録媒体を持参すること。郵送による場合は、

(1)に記録媒体、返信用の封筒（切手を貼付）、入札参加希望者の連絡先が分かるものを同封するこ

と。受付期間は、令和６年３月２５日（月）から令和６年４月８日（月）までの土曜日、日曜日及

び祝日を除く毎日、9時 00 分から 17 時 00 分までとする。 

 (3) 参加表明書及び技術提案書の提出期限、提出場所及び方法 

① 提出期限 

令和６年４月９日（火）16 時 00 分。 

紙入札方式による場合も同じとする。 

② 提出場所 
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紙入札方式による場合は上記(1)に同じ。 

③ 提出方法 

電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は持参又は郵送（書留

郵便等の配達の記録が残るものに限る。）による。 

④ 電子入札システムによる提出の場合の注意点 

電子入札システム上の制約があるため、選定を受けた者は、上記で提出した「技術提案書」と

同一のものを再度提出すること。 

提出期限：令和６年４月２３日（火）16 時 00 分 

提出方法：電子入札システムにより提出すること。 

（紙入札方式による場合は、再提出の必要はない。） 

 

６ その他  

(1) 手続に使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約保証金 

納付（保管金の取扱店：日本銀行筑波東代理店（常陽銀行研究学園都市支店））。ただし、利付国

債の提供（保管有価証券の取扱店：日本銀行筑波東代理店（常陽銀行研究学園都市支店））又は金

融機関若しくは保証事業会社の保証（取扱官庁：国土地理院）をもって契約保証金の納付に代える

ことができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、若しくは履行保証保険契約の締結

を行った場合は、契約保証金を免除する。 

(3) 契約書の作成の要否  要 

(4) 関係情報を入手するための照会窓口 

上記５(1)に同じ。 

(5) ２(2)に掲げる一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていない者も５(3)により参加表明

書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっても、

技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出のときにおいて、当該資格の認定を受けてい

なければならない。 

(6) 詳細は業務説明書による。 

 


